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                 地方法務局           （本局直轄出張所）（1） 

               （徳島、高知、松山） 

                  支 局（11） 

 

     （参考）人権擁護委員数：183人（平成 31年 4月 1 日現在） 

       

設 置 根 拠 

法務局：法務省設置法第 15条、法務省組織令第 68条 

     支 局：法務省設置法第 19条、法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規

則第 1条及び第 3条 

出張所：法務省設置法第 20条、法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規

則第 1条及び第 3条 

所 掌 事 務 

法務局：不動産登記、商業・法人登記、成年後見登記（証明書交付事務のみ） 

動産譲渡登記（概要記録事項証明書交付のみ） 

債権譲渡登記（概要記録事項証明書交付のみ）、電子認証、戸籍、国籍、

供託、訟務 

人権擁護部：人権 

支 局：不動産登記、商業・法人登記（証明書交付事務、印鑑事務、印鑑カー

ド事務のみ） 

動産譲渡登記（概要記録事項証明書交付のみ） 

債権譲渡登記（概要記録事項証明書交付のみ） 

電子認証、戸籍、供託、人権 

出張所：不動産登記、商業・法人登記（証明書交付事務、印鑑事務、印鑑カー

ド事務のみ） 

動産譲渡登記（概要記録事項証明書交付のみ） 

債権譲渡登記（概要記録事項証明書交付のみ） 

電子認証 

管 轄 区 域 

（不動産登記） 

法務局、支局等 管轄区域 

高松法務局 高松市、小豆郡（土庄町、小豆島町）、木田郡三木町、香

川郡直島町，綾歌郡綾川町 

丸亀支局 丸亀市、善通寺市、坂出市、綾歌郡宇多津町、仲多度郡

（多度津町、琴平町、まんのう町） 

観音寺支局 観音寺市、三豊市 

寒川出張所 さぬき市、東かがわ市 

 

（商業･法人登記） 

高松法務局が県全域を管轄し、支局及び出張所は、各種証明書交付事務、印 

鑑提出等に関する事務、印鑑カードに関する事務及び電子認証に関する事務の

み 

 
 
 

支 局（2）    丸亀 観音寺 



 
 

情報公開・個人 

情報保護窓口 

担当：高松法務局 庶務課 

TEL（087）821－6191（代表）  

（注）高松法務局及び香川県内の下部機関の情報開示請求等は、全て上記の窓口で

受け付けています。 

各 種 相 談 ・ 

案 内 窓 口 

1 登記相談  

内容：不動産・法人登記等申請手続全般 

担当：民事行政部不動産登記部門、法人登記部門 

TEL（087）821－6191(代) 

2 戸籍・国籍相談 

内容：無戸籍の方の戸籍に関する相談、国籍の取得等に関する相談、 

帰化申請手続 

担当：民事行政部戸籍課 

TEL（087）821－6191(代)  

 3 供託相談 

内容：供託手続等全般 

担当：民事行政部供託課 

TEL（087）821－6191(代) 

4 人権相談  

内容：人権侵犯・人権に関する相談全般 

担当：人権擁護部 

TEL 0570－003－110  みんなの人権 110番 

0120－007－110 子どもの人権 110番 

0570－070－810  女性の人権ホットライン 

     インターネット人権相談受付窓口 

https://www.jinken.go.jp 

 

※ 受付時間：平日 8:30～17:15 （インターネット人権相談を除く） 

 




